
　

目　
　

次

ペ
ー
ジ

告　
　
　

示

〇
障
害
者
自
立
支
援
法
に
基
づ
く
指
定
障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
事
業
者
の
指
定 

（
障
害
福
祉
課
）　

　

一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
計
画
の
縦
覧 

（
農
村
振
興
課
）　

　

一

〇
県
営
土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了 

（　
　

同　
　

）　

　

一

〇
保
安
林
の
指
定
の
予
定
（
四
件
） 

（
森
林
整
備
課
）　

　

二

〇
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
の
変
更
の
予
定 

（　
　

同　
　

）　

　

三

〇
建
設
業
許
可
の
取
消
し 

（
事
業
管
理
課
）　

　

三

〇
昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
百
十
号
（
水
防
警
報
を
行
う
河
川
の
指
定
）
の
一
部

　

改
正 

（
河　

川　

課
）　

　

四

〇
平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
九
十
三
号
（
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）
の
一
部
改

　

正 

（　
　

同　
　

）　

　

四

〇
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
変
更
の
認
可 

（
下
水
道
課
）　

　

四

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
随
意
契
約
の
相
手
方
の
決

　

定 

（
税　

務　

課
）　

　

五

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
係
る
落
札
者
の
決
定 

（　
　

同　
　

）　

　

五

〇
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了 

（
建
築
宅
地
課
）　

　

五

選
挙
管
理
委
員
会

〇
政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨
の
公
表
（
平
成
十
九
年
分
） 

六

監
査
委
員

〇
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
の
補
助 

七

告　
　
　

示

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
七
号

　

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
事
業
者
と
し
て
次
の
と
お
り
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
八
号

　

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
県
営
中
下
地
区
土
地

改
良
事
業
（
特
定
農
業
用
管
水
路
等
特
別
対
策
事
業
）
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と

お
り
縦
覧
に
供
す
る
。

　

な
お
、
こ
の
土
地
改
良
事
業
計
画
に
つ
い
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
り
縦
覧
期
間
満
了
の

日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
以
内
に
宮
城
県
知
事
に
異
議
申
立
て
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
異
議
申

立
て
に
対
す
る
決
定
に
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
同
条
第
十
項
の
規
定
に
よ
り
、
こ
の
決
定
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日

の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
六
か
月
以
内
に
宮
城
県
を
被
告
と
し
て
仙
台
地
方
裁
判
所
に
こ
の
決
定
に
対
す
る
取
消
し
の
訴

え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

縦
覧
に
供
す
る
書
類
の
名
称

　
　

土
地
改
良
事
業
計
画
書
の
写
し

二　

縦
覧
期
間

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
平
成
二
十
年
七
月
二
十
二
日
ま
で

三　

縦
覧
場
所

　
　

東
松
島
市
役
所
及
び
東
松
島
市
鳴
瀬
総
合
支
所

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
七
十
九
号

　

県
営
土
地
改
良
事
業
に
伴
う
工
事
を
次
の
と
お
り
完
了
し
た
の
で
、
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
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事

業

所

番

号

〇
四
一
一
二
〇
〇
三
〇
六

事
業
所
の
名
称
及
び

所
在
地　
　
　
　
　

登
米
大
地

登
米
市
迫
町
新
田
字
山

居
三
八－

一

指
定
障
害
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
種
類

就
労
移
行
支
援

設
置
者
名

社
会
福
祉
法
人

は
ら
か
ら
福
祉

会

指
定
年
月
日

平
成
二
十
年

七
月
一
日



五
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
　
　

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

白
石
市
福
岡
深
谷
字
五
郎
代
山
一
の
二
六
、
字
紫
岩
一
の
一

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
白
石
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
一
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

登
米
市
東
和
町
米
谷
字
大
嶺
七
二
の
一
、
七
三
の
一
、
七
四
の
一
、
七
四
の
三
、
七
四
の
一
三
、
八
〇
の
一
、
八

四
、
八
五
の
一
、
八
五
の
二
、
八
六
、
八
七
、
八
九
、
九
一
の
一
、
九
二
、
九
三
の
一
、
九
三
の
二

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
登
米
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
二
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
　
　

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　
　

白
石
市
小
原
字
七
里
沢
一
の
一
六
、
二
一
の
七
、
二
一
の
一
八
、
二
一
の
一
九

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。
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地　

区　

名

向
原

槻
木

事　

業　

の　

名　

称

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業

工 
事 
完 
了 
年 
月 
日

平
成
二
十
年
三
月
十
九
日

平
成
二
十
年
四
月
七
日



�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
白
石
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
三
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
を

す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ
た
。　
　
　

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

　

石
巻
市
雄
勝
町
水
浜
字
向
一
七
、
一
八
、
二
五
、
二
六
、
二
七
の
一
、
四
二
、
四
三
、
四
五
、
七
一
、
七
二
の
一
、

七
五
の
一
、
七
五
の
七

二　

指
定
の
目
的

　
　

水
源
の
か
ん
養

三　

指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
石
巻
市
役
所

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
四
号

　

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
三
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
二
十
九
条
の
規

定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
保
安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
変
更
す
る
予
定
で
あ
る
旨
、
農
林
水
産
大
臣
か
ら
通
知
が
あ
っ

た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

　

加
美
郡
加
美
町
宮
崎
字
北
三
七
の
二
、
三
七
の
六
か
ら
三
七
の
八
ま
で
、
三
七
の
一
九
、
三
七
の
二
一
、
三
七
の

二
四
、
三
七
の
二
七
、
三
七
の
三
一
か
ら
三
七
の
三
四
ま
で

二　

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

　
　

土
砂
の
流
出
の
防
備

三　

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

　

１　

立
木
の
伐
採
の
方
法

�
　

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

�
　

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る
市
町
村
森
林
整

備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

�
　

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

２　

立
木
の
伐
採
の
限
度

　
　
　

次
の
と
お
り
と
す
る
。

　

（「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
宮
城
県
庁
（
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
）
及
び
加
美
町
役
場

に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。）

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
五
号

　

建
設
業
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
建
設
業
の
許
可
を
取
り
消

し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

許
可
を
取
り
消
し
た
年
月
日

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
日

二　

商
号
又
は
名
称
等

（3）　 平成20年６月24日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1969号　　 

商
号
又
は
名
称
及

び
代
表
者
の
氏
名

橋
元
興
業
株
式
会

社橋
元　

健

株
式
会
社
セ
レ
ッ

ク
大
友

大
友　

功

主
た
る
営
業
所
の
所
在
地

角
田
市
佐
倉
字
下
土
浮
五

十
二－

一

名
取
市
飯
野
坂
四
丁
目
二

－
三

建

設

業

許

可

番

号

般
・
特－

十
九

第
六
百
三
十
二

号般－

十
九

第
千
七
十
八
号

申
請
区
分
及
び
許
可

を
取
り
消
し
た
建
設

工
事
の
種
類 

一
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

土
木
工
事
業

一
般
建
設
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

受

付

年

月

日

平
成
二
十
年

　

五
月
二
十
三
日

平
成
二
十
年

　
　

五
月
二
十
日



三　

許
可
取
消
し
の
原
因

　
　

建
設
業
に
係
る
廃
業
等
の
届
出
が
あ
り
、
建
設
業
法
第
二
十
九
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
六
号

　

昭
和
三
十
三
年
宮
城
県
告
示
第
百
十
号
（
水
防
警
報
を
行
う
河
川
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成

二
十
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

表
白
石
川
の
項
中
「
阿
武
隈
川
合
流
点
」
を
「
大
臣
管
理
区
間
（
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）

第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間
以
外
の
区
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
境
」
に
改
め
、
同
表
広
瀬
川
の
項
中

「（
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間
以
外
の
区
間
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）」
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
七
号

　

平
成
十
七
年
宮
城
県
告
示
第
千
百
九
十
三
号
（
浸
水
想
定
区
域
の
指
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
平
成
二

十
年
六
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

　

表
白
石
川
の
項
中
「
阿
武
隈
川
合
流
点
」
を
「
大
臣
管
理
区
間
（
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）

第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間
以
外
の
区
間
を
い
う
。
以
下
同
じ
。）
境
」
に
改
め
、
同
表
広
瀬
川
の
項
中

「（
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六
十
七
号
）
第
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
指
定
区
間
以
外
の
区
間
を
い
う
。

以
下
同
じ
。）」
を
削
る
。

〇
宮
城
県
告
示
第
六
百
八
十
八
号

　

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
都
市
計
画
事
業
の
事
業
計
画
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建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

有
限
会
社
赤
間
建

設赤
間　

利
行

株
式
会
社
菅
井
工

務
店
菅
井　

洋
一

引
地
製
材
所

引
地　

博

栄
田
工
業

阿
部　

輝
昭

有
限
会
社
牟
田
建

設牟
田　

公
則

有
限
会
社
川
島
水

道川
島　

良
彦

有
限
会
社
日
建
プ

ラ
ン
ニ
ン
グ

阿
部　

幸
敏

佐
藤
製
線
販
売
株

式
会
社

佐
藤　

修

黒
川
郡
大
郷
町
粕
川
字
海

老
沢
中
二
十
二－

七

仙
台
市
若
林
区
上
飯
田
二

丁
目
四－

八

塩
竈
市
杉
の
入
四
丁
目
三

十
九－

七

石
巻
市
垂
水
町
三
丁
目
十

五－

九

柴
田
郡
大
河
原
町
堤
字
島

二
十
七－

七

名
取
市
高
柳
字
圭
田
三
百

二
十
四－

一

仙
台
市
青
葉
区
小
田
原
六

丁
目
一－

八

亘
理
郡
亘
理
町
字
裏
城
戸

十
七

般－

十
七

第
四
千
三
百
四

十
七
号

般－

十
八

第
五
千
五
百
八

十
七
号

般－
十
七

第
一
万
二
千
八

十
号

般－

十
六

第
一
万
五
千
六

百
三
十
三
号

般－

十
五

第
一
万
六
千
八

百
九
十
五
号

般－

十
六

第
一
万
七
千
二

百
六
十
一
号

般－

十
六

第
一
万
七
千
二

百
八
十
三
号

特－

十
六

第
一
万
七
千
三

百
十
八
号

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

管
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

し
ゅ
ん
せ
つ
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

　

塗
装
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

土
木
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

ほ
装
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

管
工
事
業

　

水
道
施
設
工
事
業

全
部
廃
業

一
般
建
設
業

　

建
築
工
事
業

　

大
工
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

　

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

全
部
廃
業

特
定
建
設
業

　

建
築
工
事
業

平
成
二
十
年

　

五
月
二
十
九
日

平
成
二
十
年

　
　

五
月
三
十
日

平
成
二
十
年

　

五
月
二
十
二
日

平
成
二
十
年

　

五
月
二
十
一
日

平
成
二
十
年

　

五
月
二
十
三
日

平
成
二
十
年

　
　

五
月
十
九
日

平
成
二
十
年

　
　

五
月
三
十
日

平
成
二
十
年

　
　

五
月
三
十
日

　

大
工
工
事
業

　

左
官
工
事
業

　

と
び
・
土
工
工
事
業

　

石
工
事
業

　

屋
根
工
事
業

　

タ
イ
ル
・
れ
ん
が
・

　

ブ
ロ
ッ
ク
工
事
業

　

鋼
構
造
物
工
事
業

　

鉄
筋
工
事
業

　

板
金
工
事
業

　

ガ
ラ
ス
工
事
業

　

防
水
工
事
業

　

内
装
仕
上
工
事
業

　

建
具
工
事
業



の
変
更
を
次
の
と
お
り
認
可
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

施
行
者
の
名
称

　
　

「
矢
本
町
」
及
び
「
鳴
瀬
町
」
を
「
東
松
島
市
」
に
変
更
す
る
。

二　

都
市
計
画
事
業
の
種
類
及
び
名
称

　

１　

種
類

　
　
　

石
巻
広
域
都
市
計
画
下
水
道
事
業
及
び
松
島
観
光
都
市
計
画
下
水
道
事
業

　

２　

名
称

　

「
矢
本
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道
」
及
び
「
鳴
瀬
町
流
域
関
連
公
共
下
水
道
」
を
「
東
松
島
市
流
域
関
連
公
共

下
水
道
」
に
変
更
す
る
。

三　

事
業
施
行
期
間

　

「
平
成
四
年
三
月
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平
成
四
年
三
月
十
三
日
か
ら
平
成
二

十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
、「
平
成
五
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
を
「
平

成
五
年
二
月
二
十
三
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
に
変
更
す
る
。

四　

事
業
地

　

１　

収
用
の
部
分

　
　
　

な
し

　

２　

使
用
の
部
分

　
　
　

な
し

公　
　
　

告

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

随
意
契
約
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

税
務
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
稼
働
用
機
材
更
新
に
伴
う
移
行

等
業
務　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

総
務
部
税
務
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
年
六
月
十
二
日

四　

契
約
の
相
手
方
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

株
式
会
社
エ
ヌ
・
テ
ィ
・
テ
ィ
・
デ
ー
タ　

東
京
都

江
東
区
豊
洲
三
丁
目
三
番
三
号

五　

契
約
金
額　

七
千
七
百
九
十
九
万
四
千
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

随
意
契
約

七　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
理
由　

地
方
公
共
団
体
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
政

令
（
平
成
七
年
政
令
第
三
百
七
十
二
号
）
第
十
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
落
札
者
を
決
定
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
　
　

一　

落
札
に
係
る
物
品
又
は
役
務
の
名
称
及
び
数
量　

宮
城
県
税
務
総
合
管
理
シ
ス
テ
ム
稼
働
用
機
材
賃
貸
借
契
約　

一
式

二　

契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
課
室
等
の
名
称
及
び
所
在
地　

総
務
部
税
務
課　

仙
台
市
青
葉
区
本
町
三
丁
目

八
番
一
号

三　

落
札
者
を
決
定
し
た
日　

平
成
二
十
年
六
月
十
一
日

四　

落
札
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
又
は
所
在
地　

富
士
通
リ
ー
ス
株
式
会
社
東
北
支
店　

仙
台
市
青
葉
区
一
番

町
二
丁
目
三
番
二
十
二
号

五　

落
札
金
額　

五
億
千
九
百
七
十
五
万
円

六　

契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続　

一
般
競
争
入
札

七　

入
札
の
公
告
を
行
っ
た
日　

平
成
二
十
年
四
月
二
十
五
日

　
　
　
　
　
 

　
　
　
　
　

〇
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
許
可
し
た
次
の
開
発
区
域
（
工

区
）
に
係
る
開
発
行
為
は
、
そ
の
工
事
を
完
了
し
た
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
知
事　
　

村　
　

井　
　

嘉　
　

浩　
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一　

工
事
を
完
了
し
た
開
発
区
域
（
工
区
）
に
含
ま
れ
る

地
域
の
名
称

　

気
仙
沼
市
波
路
上
野
田
百
五
十
三
番
二
、
百
五
十
五
番

一
、
百
五
十
六
番
一
、
百
六
十
七
番
一
、
百
六
十
八
番
一
、

百
六
十
九
番
、
百
七
十
番
、
百
七
十
三
番
、
百
七
十
四
番
、

百
七
十
五
番
一
、
百
七
十
六
番
一
及
び
百
五
十
三
番
二
、

百
五
十
五
番
一
、
百
五
十
六
番
一
、
百
六
十
七
番
一
、
百

六
十
八
番
一
、
百
六
十
九
番
及
び
百
七
十
番
各
地
先
水
路

の
一
部
並
び
に
百
七
十
三
番
、
百
七
十
四
番
及
び
百
七
十



 

選
挙
管
理
委
員
会

〇
宮
選
管
告
示
第
六
十
六
号

　

政
治
資
金
規
正
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
九
十
四
号
）
第
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
政
治
団
体
か
ら
平

成
十
九
年
分
収
支
報
告
書
の
提
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
二
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
要
旨
を
次
の
と
お

り
公
表
す
る
。

　
　

平
成
二
十
年
六
月
二
十
四
日

 

宮
城
県
選
挙
管
理
委
員
会　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 

委

員

長　
　

佐　
　

藤　
　

健　
　

一　
　
　

政
治
団
体
の
収
支
報
告
書
の
要
旨

（そ
の
他
の
政
治
団
体

）

政
治
団
体
の
名
称
あ
べ
東
一
郎
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年

３
月
11   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

10,87

     5  

円

ア
前
年
繰
越
額

10,875

      

円

イ
本
年
収
入
額

0  

円
�
支
出
総
額

0  

円

政
治
団
体
の
名
称
な
か
そ
ね
康
人
仙
台
後
援
会

報
告
年
月
日
平
成
20   年

３
月
13   日

１
収
入
・
支
出
の
総
額

�
収
入
総
額

454,38

      4  

円

ア
前
年
繰
越
額

0  

円

イ
本
年
収
入
額

454,384

       

円
�
支
出
総
額

339,43

      5  

円

２
収
入
・
支
出
の
内
訳

�
収
入
の
内
訳

ア
個
人
の
負
担
す
る
党
費
又
は
会
費

198,000

       

円

198

   

人

イ
寄

附
210,00

      0  

円
�
寄
附

（内
訳
別
掲

）

210,00

      0  

円

　
　
　
　
　

ａ
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

210,000

       

円

ウ
そ
の
他
の
収
入

36,384

      

円

10   万
円
未
満
の
収
入

36,384

      

円

エ
借
入
金

10,000

      

円
�
折
腹
実
己
子

10,000

      

円

合
計

454,38

      4  

円

　
　
　

﹇寄
附
の
内
訳

﹈

ア
政
治
団
体
か
ら
の
寄
附

 

（寄
附
者
の
氏
名

） 

　
（金

額

） 

（住
所

）

 

　

な
か
そ
ね
康
人
後
援
会

210,000

       

円
東
京
都
港
区

小
計

210,00

      0  

円
�
支
出
の
内
訳

ア
経
常
経
費

193,230

       

円
�
光
熱
水
費

16,716

      

円
�
備
品
・
消
耗
品
費

31,620

      

円
�
事
務
所
費

144,89

      4  

円

イ
政
治
活
動
費

146,205

       

円
�
組
織
活
動
費

130,593

       

円
�
機
関
紙
誌
の
発
行
そ
の
他
の
事
業
費

15,612

      

円

　
　
　
　
　

ａ
宣
伝
事
業
費

15,612

      

円

合
計

339,43

      5  

円
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二　

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名
（
名
称
）

五
番
一
各
地
先
道
路
の
一
部
、
並
び
に
百
六
十
八
番
一
地

先
道
路
、
及
び
同
市
波
路
上
原
九
番
、
十
番
、
十
一
番
、

十
九
番
一
、
二
十
番
、
二
十
一
番
、
二
十
二
番
一
、
二
十

三
番
一
並
び
に
九
番
、
十
番
及
び
二
十
二
番
一
各
地
先
水

路
並
び
に
十
九
番
一
及
び
二
十
番
各
地
先
道
路
の
一
部
並

び
に
二
十
番
及
び
二
十
一
番
各
地
先
水
路
の
一
部

　

気
仙
沼
市
波
路
上
向
原
十
三
番
地
一

　
　
　
　
　
　
　
　
　

株
式
会
社
駅
前
ス
ト
ア
ー



監
査
委
員

（7）　 平成20年６月24日　火曜日 宮　　城　　県　　公　　報 第1969号　　 

〇
宮
城
県
監
査
委
員
告
示
第
８
号

　
地
方
自
治
法
（
昭
和
22年

法
律
第
67号

）
第
252条

の
32第

２
項
の
規
定
に
よ
り
，
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

　
　
平
成
20年

６
月
24日

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
畠
　
　
山
　
　
和
　
　
純
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
袋
　
　
　
　
　
　
　
　
正
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
遊
　
　
佐
　
　
勘
左
衛
門
　
　
　

 
宮
城
県
監
査
委
員
　
　
谷
 地
 森
　
　
涼
　
　
子
　
　
　

１
　
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
の
氏
名
及
び
住
所

　
　
　
氏
　
　
　
名
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
住
　
　
　
所

　
　
小
　
池
　
伸
　
城
　
　
　
　
仙
台
市
青
葉
区
上
愛
子
字
蛇
台
原
37－

30

　
　
北
　
澤
　
寿
　
康
　
　
　
　
仙
台
市
青
葉
区
五
橋
２
－
３
－
７
－
1103

　
　
只
　
森
　
健
　
一
　
　
　
　
仙
台
市
宮
城
野
区
宮
城
野
１
－
12－

12－
502

　
　
�
　
橋
　
雄
一
郎
　
　
　
　
仙
台
市
宮
城
野
区
名
掛
丁
119－

３
－
303

　
　
秋
　
葉
　
典
　
克
　
　
　
　
仙
台
市
太
白
区
郡
山
３
－
20－

22－
C
202

　
　
佐
　
藤
　
　
　
充
　
　
　
　
仙
台
市
若
林
区
新
寺
３
－
10－

28－
201

２
　
当
該
監
査
の
事
務
を
補
助
す
る
者
が
包
括
外
部
監
査
人
の
監
査
の
事
務
を
補
助
で
き
る
期
間

　
　
平
成
20年

６
月
９
日
か
ら
平
成
21年

３
月
31日

ま
で




